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１ はじめに 

 

  急激な少子化の進行やライフスタイルの多様化による家庭環境の変化のもと，国，

地方公共団体及び事業主が一体となって，総合的な少子化対策を計画的に推進する

ため，平成１５年７月に「次世代育成支援対策推進法」が施行されました。 

  新潟市教育委員会では，「次世代育成支援対策推進法」に基づき，平成１７年３

月に県費負担教職員，幼稚園教諭及び市立高校教諭を対象とした「仕事と子育て支

援のための特定事業主行動計画」を策定し，教職員が仕事と子育ての両立を図るこ

とができるよう支援してきました。そして，さらにこれまでの実施状況を踏まえ，

より一層の仕事と子育ての両立支援に向け，平成２３年2月から「仕事と子育て支

援のための特定事業主行動計画(後期計画)」をスタートさせます。 

 

 

 

２ 計画期間 

 

  「次世代育成支援対策推進法」は，平成１７年度から平成２６年度までの１０年

間の時限立法ですが，この計画は，平成１７年度からの５年間の前期計画に関して

必要な見直しを平成２２年度に行い，平成２３年２月１日から平成２７年３月３１

日までを後期計画の期間としています。 

 

 

 

３ 達成目標 

 

  行動計画の実施に当たっては，取組の効果・達成状況が明確になるように目標を

設定しました。前期計画の達成状況を踏まえ，今後の取組として次の３つを重点に

しました。 

 

  

○ 出産・育児に関する諸制度の周知と利用の促進 

○ 休暇・休業が取得しやすい職場環境の整備 

○ 勤務時間を超えた在校時間の短縮 
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４ 具体的な内容 

 

（１） 出産・育児に関する諸制度の周知と利用の促進 

 

【指  標】 出産・育児に関する諸制度の認知度 

【数値目標】 １００％ （平成２１年度市実績 １２％～８８％） 

【達成年度】 平成２６年度 

          

 職員アンケートの結果で認知度が最も高かったのは，「産前・産後休暇」で，

約８８％の職員が知っていると答えています。しかし，「育児を行う職員の深夜

勤務及び時間外勤務の制限」についての認知度は１２％，「部分休業」は１８％，

「育児短時間勤務」は１９％と知らない職員が大半です。「育児を行う職員の深

夜勤務及び時間外勤務の制限」「部分休業」「育児短時間勤務」は，働きながら子

育てにも専念できる制度であり，仕事と育児のそれぞれのバランスをとりながら

充実した生活につながっていくものです。また，平成２２年６月３０日より男性

教職員については，産後休暇中の育児休業の取得だけでなく，配偶者が育児休業

等をしている場合及び配偶者が常態として子を養育することができる場合での

育児休業の取得や，特別な事情がない場合でも再度の育児休業の取得が可能にな

りました。新設の制度についても一層の周知と利用の促進を図り，出産・育児に

対する不安や心配の解消に努めていく必要があります。 

 

 

（２） 休暇・休業が取得しやすい職場環境の整備 

 

① 年次有給休暇 
 

【指  標】 平均取得日数 

【数値目標】 １５日以上（平成２１年度市実績 １０．７日） 

【達成年度】 平成２６年度 

    

 年次有給休暇を利用して，「夫婦での出産・子育ての時間の共有」，「園・学

校行事等への参加」など，出産や育児のための年次有給休暇の取得を促進しま

す。前期計画は，１５年度の県実績１２．４日を踏まえ数値目標を１５日以上

と設定しましたが，２１年度末の市の実績は，１０．７日と１５年度県実績を

下回る結果となりました。後期計画では，引き続き１５日以上を目標とします。

また，年次有給休暇を取得する際，「ためらいを感じる・多少ためらいを感じ

る」職員が８５％以上いることから，取得しやすいような相互応援態勢の整備

などの職場環境づくりを進めます。      
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② 妻の出産休暇 
 

【指  標】 取得率（取得者/対象者） 

【数値目標】 １００％（平成２１年度市実績 ６５％） 

【達成年度】 平成２６年度 

             

    前期特定事業主行動計画では，平成１５年度の県実績７６％を踏まえ，平成

２１年度の目標値を１００％にしましたが，取得した男性職員は，６５％でし

た。取得しなかった理由として約半数が，「職場が多忙で取得できる状況にな

かったから」と回答しています。また，４０％の男性職員は，この休暇制度に

ついて知りませんでした。この制度の周知を一層図るとともに，配偶者が出産

する場合，対象となる全ての男性職員が取得するような職場環境づくりに努め

ていきます。 

 

 

③ 家族看護休暇 
 

【指  標】 取得率（取得者/対象者） 

【数値目標】 １００％（平成２１年度市実績 １９％） 

【達成年度】 平成２６年度 

     

 平成１６年度から取得可能になった特別休暇ですが，いまだに家族看護休暇

について知らない職員が４２％います。また，取得対象でありながら，制度を

知らなかったために取得しなかった職員が，１５％いました。全職員に対して

周知を図るとともに，すべての教職員が取得できるような職場環境づくりに努

めます。 

 

 

④ 育児休業 
  

【指  標】 取得率（取得者/対象者） 

【数値目標】 女性 １００％ 男性 ５％ 

      （平成２１年度市実績 女性 １００％ 男性 ０％） 

【達成年度】 平成２６年度 

     

 女性は，７８％が「積極的に取得したい」，２０％が「できれば取得したい」

と回答していますが，その一方で３４％は取得に抵抗を感じています。男性は，
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１１％が「積極的に取得したい」，４２％が「できれば取得したい」と回答し

ていますが，そのうち８０％は取得に抵抗を感じています。抵抗を感じる理由

として女性は，「復帰後の職場や仕事の変化に対応できるか不安があるから」

を，男性は「職場が多忙で取得できる状況にないから」「同僚職員や周囲に気

を使うから」を挙げています。 

 このことから，育児休業や部分休業について，取得を希望する教職員が，抵

抗を感じることなく取得できるような職場環境づくりに，一層努める必要があ

ります。また，男性教職員については，育児休業に係る新設の制度の周知を図

り，柔軟な取得を促進します。さらに，育児休業の他，部分休業による短時間

の取得についても併せて一層の利用促進を図ります。 

 

 

 （３） 勤務時間を超えた在校時間の短縮 

 

【指  標】 勤務時間終了後の在校時間数の縮減 

【達成年度】 平成２６年度 

    

 平成１７年度は，約７０％の教職員が「必要に応じて在校してもやむを得な

い」と回答していますが，平成２１年度では，「やむを得ない」と考える教職

員は４６％に減少しています。また，「在校する時間を減らすことを考えてい

ない」と回答する教職員は６％であり，ほとんどの教職員が時間外の勤務の縮

減を意識しています。今後も，一人一人の職員の意識を高めるとともに，業務

の簡素化と効率化等を図ることにより，在校時間の縮減に努め，心身の健康福

祉の増進と，子育て中の職員の「子どもに向き合う時間の確保」に努める必要

があります。  

 

 

５ 具体的な取組内容 

 

  休暇等の取得の促進 

 

① 管理職への利用促進の啓発 
これまでもゴールデンウイークやお盆の時期については，会議等を避け， 

年次有給休暇や特別休暇を利用した連続休暇の取得を促してきました。今後

は，これに加えて男性教職員については，妻の出産休暇だけでなく併せて年

次有給休暇を取得することや，園・学校行事等への参加などに積極的に年次

有給休暇を活用したりするなどの働きかけを行うよう，管理職への啓発を図

ります。 
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 また，アンケートの結果から，年次有給休暇の取得にためらいを感じる理

由として，「周りの教職員や児童生徒に迷惑がかかると感じる」ことを挙げ

る割合が約７７％と高いことから，日ごろからの業務の簡素化と効率化に努

め，年次有給休暇の取得しやすい職場環境を整備するように働きかけます。 

 

② 長期休業中における連続休暇の促進 
  長期休業期間中は，計画的な休暇の取得が比較的容易な期間であることか

ら，連続休暇の取得を奨励し，家族とともに過ごす時間の確保を図ります。

特に，子育て中の職員については，子どもも長期休業中は，家庭を中心に生

活する期間であることから，子どもとじっくり触れ合う機会をもつために，

積極的に休暇を取得するよう働きかけます。 

 

 

  

  職場環境の整備 

 

 

① 妊娠中及び出産後における配慮 
母性保護の立場から，妊産婦本人からの請求により深夜勤務及び時間外勤 

務が免除されていることや，小学校就学前の子どもの養育のためにこれらが

制限されることについて，制度の周知と徹底を図ります。 

    

② 子育て中の教職員への配慮 
  子育て中の職員は，休暇の取得が他の職員に比べて増加したり，勤務時間

に制限が生じたりする場合があります。そのような状況であっても周囲が応

援する体制が必要です。仕事と子育てを両立することのできる，温かな雰囲

気が醸成されるよう働きかけます。 

 

③ セクシュアルハラスメントの防止 
  男性及び女性教職員がそれぞれ対等なパートナーとして職務に従事でき 

るように，管理職に対する啓発と注意喚起を行うとともに，相談窓口の周知

に努めます。 

 

 

 

 

 

 



 7

    

  悩み事相談窓口の周知 

 

 

○ 相談窓口・健康相談ダイヤルの活用 

  教職員のための健康相談窓口「こころとからだの相談室」「こころの健康

相談２４」を通して，出産や子育てに関する不安や心配，仕事と子育ての両

立に関してのストレス・悩み等の解消が図られるよう制度の周知と活用を促

進します。 

 

 

 

正規の勤務時間を超えた在校時間の短縮 

 

 教職員の健康管理や育児への積極的な参加，家事の分担等を確保するため，

在校時間の短縮を図ります。 

 

① 業務の簡素化・効率化と適正化 
多忙化を解消するために，教育委員会からの文書類の削減に積極的に取り 

組みます。また，各学校においてもこれまで以上に業務を精選し，簡素化・

効率化に努めることや，一人一人の教職員の事情等を考慮し，業務内容が特

定の職員に偏ることのない学校運営に努めるように働きかけます。 

 

② 運動部活動の時間の適正化 
教職員の健康や，育児への参加に支障が生じるような長時間に及ぶ活動に 

ならないよう，活動時間の適正化を推進します。 

 

 

 

   管理職に対する研修 

 

 

○ 管理職研修等での啓発 

管理職研修等で本計画について周知を図るとともに，仕事と子育ての両立 

支援に対する意識を高めます。 
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   人事異動面での配慮 

 

 

① 家庭事情等を考慮した人事異動 
  人事異動については，管理職のきめ細かなヒヤリングを基に，結婚や育児

等の家庭事情に配慮していきます。 

 

② 育児休業等に伴う代替職員の配置 
  育児休業の取得に支障をきたさないよう代替職員の確保・配置に努め，職

員の不安を解消します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


